
令和 3年 8月13日

令 和  3 年  8 月  2 日

長崎県北松浦郡佐々町長  古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

令和 3年度
工 事 名

交通安全施設整備工事（その１）

工 事 場 所 長崎県北松浦郡佐々町 神田免他 地内

工事延長 L=73.0ｍ（Gr-C-2B L=48.0m,Gr-C-4E L=25.0m）
工 事 概 要

長崎県佐世保市有福町2316-3
請 負 業 者

ミカドコーポレーション㈱佐世保支店  支店長 渡辺 慎之介

工事延長 L=73.0→79.8ｍ（Gr-C-2B L=48.0→31.50m,Gr-C-4E L=25.0→48.3m）

町道新八口線 Gr-C-2B L=16.5m→0.0m Gr-C-4E L=12.5m→29.0m変 更 内 容 町道神田駅前線 Gr-C-4E(R) L=6.8m（追加）
区画線工（追加）実線W=150 L=62.0m 破線W=450 L=10.5m 矢印･文字W=150 L=42.0m

・新八口線において、当初ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(L=16.5m)と土中建込(L=12.5m)の併用で計画していたが、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込と 
土中建込のつなぎ目で段差ができ線形に不具合が生じるため、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込を取りやめ土中建込に変更
Gr-C-2B L=16.5→0m Gr-C-4E =12.5→29.0m

・神田駅前線の町道神田市瀬線取付部の右側破損部の取替えを追加変更  Gr-C-4E(曲線加工) L=6.8ｍ
変 更 理 由 ・区画線工で、既存外側線や誘導や警戒のための指導停止線等が消えているヶ所で早急に引き直しが必要なヶ所

について追加変更
外側線 実線W=150 L=62.0ｍ 指導停止線 破線W=450 L=10.5m 矢印･文字W=150 L=42.0ｍ 

変 更 契 約 日 令和 3年 7月27日

変 更 前 契 約 額 2,717,000円 （内消費税額 247,000円）

変 更 額 増 34,100円 （内消費税額 3,100円）

変 更 後 契 約 額 2,751,100円 （内消費税額 250,100円）

令和 3年 5月26日
変 更 前 工 期 80日間

令和 3年 8月13日

令和 3年 5月26日
変 更 後 工 期 80日間

そ の 他 第 1 回変更
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